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１．目的 
 林内走行型作業システムによる人工林施業について、傾斜の緩やかな地形に適した北海

道型の高効率・低コストの施業体系を作るため、以下の目標を達成する。 
（１）機械作業を前提とした林分整備のための植栽方式を示し、機械作業の割合を 80%以上

にする。 

（２）国内外の事例検証等により、林内走行型作業システムの得失、適合する路網配置指

針を構築する。 

（３）素材生産および流通コストを 25％削減する。 

（４）林内作業システムの、水土、立木への影響、適用条件、許容限界を示す。 

（５）総合的な低コスト作業システムを提示し、素材生産コストをシステム導入以前の 60％

にまで削減する。 

 

２．全期間における研究成果の概要 
 国内外事例の調査から、CTL（短幹集材）システムにおいてハーベスタとフォワーダの走

行回数と集材量を最適化するためには植栽列を斜面方向に合わせると共に、等高線に沿っ

た森林作業道を 150～300m とするのが望ましいことがわかった。 
 林業機械走行による地表部の側根損傷は、走行回数、胸高直径が大きいほど、また伐採

幅が狭いほど増大した。これらの実験から、胸高直径をもとに、走行路と樹幹の限界距離

（側根損傷をもたらさない距離）を示すモデルを作成した。機械作業による濁水（浮流土

砂流出）は、渓流を横断する森林作業道を通じた土砂供給が大きな原因となることが確認

され、作業道から沢への流出防止対策の重要性が明らかとなった。 
 CTL システムの生産性は、先進専用機械を用いた場合、51m3/人日と、従来型機械と比べ

て倍増した。ハーベスタによる列状間伐の場合、伐採幅が 4 ～ 5m では生産性が 13.9m3/ 
時だが、7 ～ 8 m とすると 20.3m3/ 時と増加し、伐採幅が樹幹の損傷ばかりでなく生産性

にも影響を与えることが判った。さらに、ハーベスタに装備された作業記録を検知・検収

結果として採用し、選別巻立てと検収を省略すれば、素材生産・流通コストを最大 17%削

減可能と推定された。これらの成果は、農食研事業「先進機械を活用した伐採・造林一貫

システムによる低コスト人工林管理技術の開発」に引き継がれ、素材生産コストを従来の

60%とするシステムが完成される。 
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５．評価結果の概要 
 今回の研究から、先進型の CTL システムでは本道においても北欧並みの生産性を実現で

きる可能性が示された。また、機械化を前提とした植栽方法や機械の林内走行が及ぼす環

境への負荷とその対策が示された。さらに、高い生産性を確保しながら林地への影響を最

小限にとどめる路網配置モデルが提案された。これらの成果を統合することにより、伐採

から造林までの作業を一体化した、低コストで生産性の高い機械作業の新しい段階に入る

ことは確実である。本研究の大半が移行する農食研事業で取りまとめられる「施業マニュ

アル」の完成が待たれる。 

 
６．評価において指摘された事項への対応 
 本課題の成果は、農食研事業の成果と共に、マニュアルとして 27 年度に作成する。作成

に当たっては対象を明確にすると共に、科学性と実用性に十分配慮して作成する。 

  



 


